
　
　

 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（以
下「米トレーサビリティ法」）により、米やその加工品については取引等の記録の
作成・保存が義務付けられました。 
 また、その他の農産物についても、食品衛生法において、生産から小売に至る
各段階に関わる事業者に対し、記録の作成と保存を求めています。 

 米トレーサビリティ法や食品衛生法により、問題発生時に備え、農産物がどこから来てどこ
へ行ったのかわかるようにしておくことが求められています。 
 農業者にとって、これら記録の作成・保存は、販売促進面だけでなく、産地偽装や食中毒な
どの食品事故が生じた際の自己防衛のためにも大変重要です。 
 
【米トレーサビリティ法関係】 
 米穀（もみ、玄米、精米、砕米）、米粉、米飯類（各種弁当、米飯を調理したもの、包装米
飯（冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む）） 、米加工品（もち、だんご、米菓、清
酒）などの米・米加工品については、米トレーサビリティ法により、次の事項に係る記録の作
成・保存が義務付けられています。   
 ① 品名、 ② 産地、 ③ 数量、 ④ 年月日、 ⑤ 取引先名、 ⑥ 搬出入した場所 
 ⑦ 用途を限定する場合にはその用途等 
 
 なお、記録は３年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については
３か月、賞味期限が３年を超える商品については５年の保存が必要となります。 
 
【食品衛生法関係】 
 全ての農産物（米穀も含め）においても、食品衛生法に基づき、次の事項について、可能な
限り記録し、一定の期間保存することとされています。 
 ① 生産品の品名、 ② 生産物の出荷又は販売先の名称及び所在地 
 ③ 出荷又は販売年月日、 ④ 出荷量又は販売量（出荷又は販売先毎、１回又は１日毎） 
 ⑤ 微生物や残留農薬等の検査（食品衛生法第11条規格基準への適合に係るもの）を行った 
      場合はその記録 
 
 なお、記録方法については、農業者が行いやすいように工夫することも可能です。このため、
記録事項の確認が可能な書類であれば、電子媒体や、実際の取引で取り交わされる伝票類（帳
簿でも可）において、求められる事項が記載されていれば、それを保存しておくことなどでも、
対応が可能です。 
 保存期間の検討にあたっては、農作物の流通実態（消費期限又は賞味期限）に応じて合理的
な期間となるように設定することが基本です。 

規範項目４２ 必須・重要・推奨 

取組事項 
・ 農産物の取引について、品名や数量、取引先名などの記録を作成する。 
・ 作成した記録については、販売後、米穀（飼料用米などの用途限定米穀 
 を含む）は３年間、その他の農産物は、流通実態（消費期限や賞味期限） 
 に応じた合理的な期間、保存する。 

農産物の取引に関する記録の作成・保存 
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出典：農林水産省　米トレーサビリティ法 事業者別パンフレット（生産者の皆様へ）

■取引等の際における記録の仕方
　実際の取引において取り交わされる伝票類（帳簿でも可）について、下記にあげる事項が
　記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。

出典：農林水産省HP

【根拠法令等】 
○ 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 

  （平成21年法律第26号） 

○ 食品衛生法  （昭和22年法律第233号） 

○ 食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について 

  （平成15年度厚生労働省通知）  

■米トレーサビリティ法の概要 
・農林水産省HP 
 （http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html） 


